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令和７年度 外国人介護人材受入促進セミナー

特定技能・育成就労制度の運用方針について

人・企業・国を結び、アジア新時代を共に築く
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外国人の就労

技術・人文知

識・国際業務
特定技能２号

技能実習 試験合格者

特定技能１号

経営・管理

高度専門職介護

技能

家族滞在居住資格者
留学

(短期労働・アルバイト)

育成就労

特定技能制度

〇 2018年12月 成立・公布

〇 2019年４月 施行

育成就労制度

〇 2024年６月 成立・公布

〇 2027年４月 施行予定

技能実習制度

〇 1993年４月 創設

〇 2017年11月 技能実習法施行

準専門的・準技術的分野？

semi skilled (セミ・スキルド)？

非専門的

非技術的

分野

専門的

技術的

分野



　

　

制度の趣旨と位置付け

人手不足対応

従来の就労資格と

同じ位置付け

国際協力

帰 国

(起業・就職)

特定技能２号
永住も

可 能

技能実習

〇 熟練した技能

〇 在留可能期間：上限なし

〇 家族の帯同：要件を満たせば可能

〇 相当程度の知識・経験が必要な技能

〇 在留期間：通算上限５年

〇 家族の帯同：基本不可

〇 登録支援機関の支援の対象

特定技能制度（入管法改正）

深刻化する人手不足への対応として、

生産性の向上や国内人材の確保のための

取組を行ってもなお人材を確保すること

が困難な状況にある産業上の分野（特定

産業分野）に限り、一定の専門性・技能

を有し即戦力となる外国人を受け入れる。

試験合格者

特定技能１号

〇 監理団体の監理の対象

技能実習制度（法律の新設）

国際社会との調和ある発展

のため、技能、技術又は知識

の開発途上国等への移転を図

り、経済発展を担う「人づく

り」に協力する



　

　

育成目的は共通

制度の趣旨と位置付け

人手不足対応は共通

従来の就労資格と

同じ位置付け

国際協力 人材確保・育成

帰 国

(起業・就職)

特定技能２号

育成就労

永住も

可 能

技能実習

〇 熟練した技能

〇 在留可能期間：上限なし

〇 家族の帯同：要件を満たせば可能

〇 相当程度の知識・経験が必要な技能

〇 在留期間：通算上限５年

〇 家族の帯同：基本不可

〇 登録支援機関の支援の対象

特定技能制度（入管法改正）

深刻化する人手不足への対応として、

生産性の向上や国内人材の確保のための

取組を行ってもなお人材を確保すること

が困難な状況にある産業上の分野（特定

産業分野）に限り、一定の専門性・技能

を有し即戦力となる外国人を受け入れる。

特定技能１号

〇 監理支援機関の監理支援の対象

育成就労制度（技能実習法改正）

人手不足分野 における人材確保及び人

材育成を目的（育成就労産業分野におけ

る受入れ）。

３年間の就労を通じた育成期間におい

て、計画的に特定技能１号の水準の人材

育成を目指す。

特定技能制度と連続性を持たせる。



育成就労計画の認定

監理支援機関の許可

育成就労実施者・監理支援機関に対する実地調査

技能実習計画の認定

監理団体の許可

技能実習実施者・監理団体に対する実地調査

(1号特定技能外国人への相談援助業務)

● 二国間取決め (協力覚書 (ＭＯＣ)) を作成した国からのみ受入れ

〇 人権侵害行為等の禁止規定・罰則 → 認定・許可の取消し 〇 人権侵害行為等の禁止規定・罰則 → 認定・許可の取消し

● 育成就労外国人による育成就労実施者の変更 (転籍) 希望申出

〇 職員数に応じた技能実習生の受入れ数の設定 〇 職員数に応じた育成就労外国人の受入れ数の設定

〇 技能実習３号の創設

　　  優良な実習実施者・監理団体への受入れ人数枠の拡大

優良な育成就労実施者・管理支援機関への受入れ人数枠の拡大

人材流出の懸念が大きい地方 (指定区域) への受入れ人数枠の拡大

● 特定技能との連続性の観点から、分野別協議会への加入等を要件

制度の主要点の比較

〇 目的：育成就労産業分野の技能を有する人材育成・人材確保〇 目的：人材育成 開発途上地域等への技能等の移転 国際協力

〇「外国人技能実習機構」の創設

〇 基本理念：労働力の需給の調整手段として行うのは不可 〇 基本理念：「労働力の需給の調整手段…」が削除

〇 「外国人育成就労機構」への改組

● 基本方針・分野別運用方針の策定

　　  (分野ごとの受入れ見込み数を設定、受入れの上限数として運用 )

技能実習法 (制度)

法律の新設

育成就労法 (制度)

技能実習法の改正 (法律の名称変更)



(2025年5月20日 「第３回 特定技能・育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」で提示された案）

対 象 分 野

移行対象職種・作業

　91職種 168作業

対象分野・業務区分

　16 ＋3 分野 38 ＋11 業務区分
→

 特定産業分野 のうち、日本での

 就労を通じて修得 させるべき分野

技能実習 育成就労特定技能

特定産業分野 (19分野)

航空

(２区分)

自動車運送

(３区分)

育成就労産業分野 (17分野)

介護 (１区分) 飲食料品製造 (１区分)

ビルクリーニング (１区分) 外食 (１区分)

工業製品製造 (10区分) 林業 (１区分)

建設 (３区分) 木材産業 (１区分)

造船・船用工業 (１区分)

自動車整備 (１区分)

宿泊 (１区分)

鉄道 (５区分)

労働者派遣等育成就労産業分野

農業 (２区分) 漁業 (２区分)

追加検討中

リネンサプライ

物流倉庫

資源循環

農業・林業関係 (３職種７作業)

漁業関係 (２職種10作業)

建設関係 (22職種33作業)

食品製造関係 (11職種19作業)

繊維・衣類関係 (13職種22作業)

機械・金属関係 (17職種34作業)

その他 (21職種39作業)

社内検定型の職種・作業 (２職種４作業)



「第７回 特定技能・育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 (資料１-２)」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001446835.pdf)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001446835.pdf


「特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について (令和7年3月11日閣議決定)」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001434993.pdf)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001434993.pdf


(注) 在留者数は、2024年末現在
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建設関係

食品製造関係

繊維・衣類関係

機械金属関係

社内検定型

非移行職種

計

段　 階

１号

２号

３号

計

分　 野

介護

ビルクリーニング

工業製品製造

4,400

23,000

24,500

820,000

受入れ

見込数

１号

在留数

44,367

6,140

45,183
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3,076
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0

0
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173,300

80,000
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832 ？
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特定技能

456,595

在留数

142,301

284,772

29,522
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？

456,595
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3,352
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832

特定技能１号

受入れ見込数

特定技能１号

在留数

特定技能２号

在留数

技能実習生

在留数

育成就労

受入れ見込数

283,634

820,000

技能実習

その他 127,617

介護



育成の評価

技能実習との比較

 相当する日本語講習 (@入国後講習)

 〇　認定日本語教育機関の「就労のための課程」の履修

 　　(合計100時間以上)

 〇　経過措置＝登録日本語教員による授業も履修とみなす

 　　(合計100時間以上 同時受講者数20人以下)

技能実習２号

（２年）

技能実習１号

（１年）

特定技能２号

（上限なし）

育成就労

（３年）

特定技能2号評価試験 /

技能検定1級

日本語能力B1 (N3) 以上

技能検定3級 /

技能実習評価試験専門級

技能検定基礎級 /

技能実習評価試験初級

☆ 介護：日本語要件 N3

〈就労開始前〉

日本語要件原則無し

☆ 介護：日本語要件 N4

〈就労開始前〉

日本語能力A1 (N5) 以上

相当する日本語講習受講

〈育成１年目まで〉

技能検定基礎級等

日本語能力A1 (N5) 以上

特定技能１号

（５年）

技能実習３号

（２年）

試験合格者

特定技能1号評価試験 /

技能検定3級

日本語能力A2 (N4) 以上

帰 国

試験免除!

試験免除!



「令和７年６月末現在における在留外国人数について (公表資料 表６)」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00057.html) をアイム・ジャパンが加工

永住者

技術

人文知識

国際業務

技能実習 留学 特定技能 家族滞在 定住者
日本人の

配偶者等
特定活動 その他

総数 3,956,619 3,686,327 932,090 458,109 449,432 435,203 336,196 325,401 225,914 151,806 116,141 256,035 270,292

長崎県 16,393 15,899 1,933 937 4,090 2,832 3,404 689 223 593 339 859 494

福岡県 119,392 109,374 17,385 11,597 17,389 25,615 12,057 9,755 2,284 4,342 2,770 6,180 10,018

佐賀県 11,953 11,568 1,184 786 3,486 1,575 2,384 700 187 376 294 596 385

熊本県 30,825 30,397 3,551 2,910 10,132 1,791 6,527 1,600 433 954 766 1,733 428

大分県 21,708 20,768 2,074 1,471 5,550 4,335 2,897 1,000 375 644 1,689 733 940

宮崎県 12,147 11,880 1,296 668 4,817 838 2,455 528 151 406 302 419 267

鹿児島県 20,032 19,840 2,561 1,006 7,218 1,186 5,013 511 394 793 611 547 192

沖縄県 31,249 30,838 6,337 3,511 3,554 4,951 3,513 2,410 1,046 2,377 1,048 2,091 411

埼玉県 277,209 269,272 75,979 36,540 25,213 24,756 21,664 30,299 15,572 11,471 9,250 18,528 7,937

千葉県 247,580 240,873 60,778 35,130 23,798 25,016 20,795 27,553 12,514 11,174 6,842 17,273 6,707

東京都 775,340 737,312 189,521 129,276 17,501 141,836 22,634 80,547 25,752 29,049 30,578 70,618 38,028

神奈川県 306,363 291,207 98,625 41,737 19,659 20,727 20,244 29,532 16,588 13,926 7,518 22,651 15,156

愛知県 345,900 324,700 104,828 31,237 39,711 18,233 26,246 24,447 42,636 13,514 6,540 17,308 21,200

京都府 88,337 70,326 10,942 7,804 6,623 21,129 6,616 5,438 1,442 2,674 2,210 5,448 18,011

大阪府 360,390 291,939 64,250 44,171 22,972 47,440 22,498 35,073 10,300 9,695 10,105 25,435 68,451

兵庫県 148,569 116,578 29,367 12,627 14,775 17,946 11,894 10,604 4,902 4,415 2,755 7,293 31,991

特別

永住者

中長期在留者

総数都道府県

【第６表】　都道府県別　在留資格別　在留外国人数（令和７年６月末）

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00057.html


（令和７年６月末現在）

都 道 府 県 市 区 町 村 総 数 介 護
ﾋﾞﾙ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

工 業 製 品

製 造 業
建 設

造 船 ・

舶 用 工 業
自動車整備 航 空 宿 泊

自 動 車

運 送 業
鉄 道 農 業 漁 業

飲 食 料 品

製 造 業
外 食 業 林 業 木 材 産 業

333,123 54,916 7,418 51,063 43,599 10,645 3,747 1,818 1,265 10 21 34,935 3,842 84,071 35,771 0 2

福 岡 県 11,926 2,211 131 1,262 1,685 70 153 8 20 0 0 1,114 59 3,867 1,346 0 0

北 九 州 市 1,494 341 9 288 294 11 50 0 0 0 0 1 0 290 210 0 0

福 岡 市 2,762 497 97 20 372 57 32 8 14 0 0 21 0 863 781 0 0

久 留 米 市 1,117 204 6 74 94 0 25 0 0 0 0 444 0 208 62 0 0

飯 塚 市 323 76 3 21 76 0 5 0 0 0 0 4 0 121 17 0 0

田 川 市 436 54 0 123 11 0 1 0 0 0 0 7 0 238 2 0 0

八 女 市 339 70 0 6 31 0 1 0 0 0 0 52 0 162 17 0 0

古 賀 市 313 10 0 25 17 0 4 0 0 0 0 18 0 231 8 0 0

朝 倉 市 383 18 1 16 8 0 2 0 2 0 0 103 0 220 13 0 0

糸 島 市 330 47 0 37 27 0 1 0 0 0 0 23 0 181 14 0 0

佐 賀 県 2,364 561 2 107 196 259 17 0 7 0 0 202 144 748 121 0 0

佐 賀 市 437 109 1 16 40 1 4 0 2 0 0 6 116 107 35 0 0

鳥 栖 市 410 66 0 7 32 0 8 0 2 0 0 3 0 280 12 0 0

伊 万 里 市 319 41 0 3 7 252 0 0 0 0 0 2 0 4 10 0 0

長 崎 県 3,370 392 40 115 134 1,084 14 0 13 0 0 617 291 440 230 0 0

長 崎 市 865 125 29 19 34 499 1 0 1 0 0 8 16 41 92 0 0

佐 世 保 市 362 65 1 45 30 76 5 0 2 0 0 2 58 56 22 0 0

諫 早 市 324 20 0 1 30 0 2 0 0 0 0 96 0 145 30 0 0

西 海 市 465 7 0 3 2 425 0 0 0 0 0 18 8 2 0 0 0

熊 本 県 6,483 968 45 525 499 361 33 0 36 0 0 2,326 62 1,099 529 0 0

熊 本 市 1,554 328 32 55 174 0 10 0 4 0 0 245 18 399 289 0 0

八 代 市 1,231 105 0 18 31 7 5 0 0 0 0 922 0 119 24 0 0

玉 名 市 499 33 0 35 8 6 6 0 0 0 0 380 0 17 14 0 0

菊 池 市 304 31 1 68 29 0 0 0 0 0 0 57 0 110 8 0 0

長 洲 町 375 4 0 15 12 328 1 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0

【第５表】都道府県・市区町村別　特定産業分野別　特定技能１号在留外国人数

総　　　　　数



都 道 府 県 市 区 町 村 総 数 介 護
ﾋﾞﾙ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

工 業 製 品

製 造 業
建 設

造 船 ・

舶 用 工 業
自動車整備 航 空 宿 泊

自 動 車

運 送 業
鉄 道 農 業 漁 業

飲 食 料 品

製 造 業
外 食 業 林 業 木 材 産 業

大 分 県 2,843 500 42 229 255 505 48 7 43 0 0 668 64 244 238 0 0

大 分 市 811 184 10 30 126 224 31 0 1 0 0 107 0 26 72 0 0

佐 伯 市 363 63 0 29 20 154 4 0 0 0 0 2 47 40 4 0 0

宮 崎 県 2,440 530 23 118 156 1 13 0 1 0 0 736 147 575 140 0 0

宮 崎 市 545 128 23 31 65 0 4 0 1 0 0 147 14 59 73 0 0

都 城 市 604 89 0 11 41 0 5 0 0 0 0 183 1 250 24 0 0

鹿 児 島 県 4,978 799 16 185 280 29 36 6 28 0 0 1,666 86 1,631 216 0 0

鹿 児 島 市 832 313 12 17 136 0 19 0 9 0 0 43 4 187 92 0 0

鹿 屋 市 442 24 0 9 9 0 3 0 0 0 0 277 8 106 6 0 0

出 水 市 405 39 0 8 15 0 3 0 0 0 0 78 0 260 2 0 0

志 布 志 市 324 11 0 0 2 0 5 0 0 0 0 251 0 48 7 0 0

大 崎 町 308 13 0 2 3 0 0 0 0 0 0 101 2 187 0 0 0

沖 縄 県 3,489 736 239 14 366 0 43 17 60 0 0 561 53 628 772 0 0

那 覇 市 559 136 70 0 27 0 2 17 3 0 0 6 19 70 209 0 0

糸 満 市 398 28 1 4 25 0 1 0 0 0 0 176 4 140 19 0 0

埼 玉 県 21,440 3,558 329 1,978 5,247 5 258 1 14 3 5 522 0 7,409 2,111 0 0

千 葉 県 20,544 2,694 1,234 1,178 3,685 19 202 563 26 1 0 1,890 165 6,830 2,057 0 0

東 京 都 22,306 4,399 1,372 367 4,554 5 155 344 61 0 0 80 11 2,736 8,222 0 0

神 奈 川 県 20,042 4,478 789 1,189 4,755 139 170 438 94 0 0 210 1 4,563 3,216 0 0

愛 知 県 25,917 3,672 255 7,785 3,839 318 377 73 22 4 6 1,333 9 5,551 2,673 0 0

京 都 府 6,545 1,182 300 1,068 602 6 72 0 30 0 0 273 1 2,147 864 0 0

大 阪 府 22,242 5,339 785 3,777 3,413 43 169 339 51 1 5 111 12 4,319 3,878 0 0

兵 庫 県 11,750 2,730 214 2,337 1,245 121 126 1 53 0 4 374 99 3,515 931 0 0

「特定技能在留外国人数の公表等 (特定技能１号在留外国人数 第５表) 」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html) をアイム・ジャパンが加工

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html


「在留外国人統計 (旧登録外国人統計) 統計表」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html)

「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(厚生労働省ＨＰ) (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54923.html) に基づきアイム・ジャパンが作成

インドネシア 649 237 36.5%

フィリピン 487 111 22.8%

1,314 498 37.9%EPA介護福祉士候補者

ベトナム 178 150 84.3%155 50 32.3%技 能 実 習

4,932 1,643 33.3%特定技能１号

75,387 58,992 78.3%全　　  体

受験者数 合格者数 合 格 率合 格 率

バングラデシュ

100

タイ モンゴル

5,922 1,820 1,676 1,300 1,253 1,013 252 132 127

インドネシア フィリピン 中国 ミャンマー スリランカ

2020.12末 2021.12末

3,794

在留資格「介護」

2017.12末

18

2018.12末 2019.12末

在留者数の推移

2022.12末 2023.12末 2024.12末 2025.06末

6,284 9,328 12,227 13,949185 592 1,714

在留者の国籍 (2025.06末)

ベトナム ネパール

受験者数 合格者数

介護福祉士国家試験の合格率 (2025.01実施 第37回試験) EPA介護福祉士候補者 国別合格率

https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54923.html


常勤の役職員のうち、以下の該当する者から選任

　① 過去3年以内に育成就労責任者に対する講習として法務大臣・厚生労働大臣が告示で定めるものを修了

　② 育成就労指導員、生活相談員その他育成就労に関与する職員を監督できる立場にある者

　③ 次のいずれにも非該当

　　・ 欠格事由該当者

　　・ 未成年者

実施者の要件等 ①

育成就労責任者の選任

育成就労法 9条1項6号　(育成就労計画の認定基準に関する規定)

育成就労を行わせる事業所ごとに 主務省令で定める育成就労の実施に関する責任者 を選任

育成就労法施行規則 16条

主務省令で定める基準 のうち、育成就労を行わせる体制に係るもの

体制の整備

育成就労法 9条1項5号　(育成就労計画の認定基準に関する規定)

育成就労を行わせる体制・事業所の設備が 主務省令で定める基準 に適合

育成就労法施行規則 15条1項



育成就労指導員　(2号)

常勤の役職員のうち、以下の該当する者から育成就労指導員を1名以上選任

　① 事業所に所属する者

　② 技能等について5年以上の有経験者

　③ 過去3年以内に育成就労指導員に対する講習として法務大臣・厚生労働大臣が告示で定めるものを修了

　④ 次のいずれにも非該当

　　・ 欠格事由該当者

　　・ 未成年者

育成就労外国人の生活相談に応じ、必要な助言をする者として、 常勤の役職員のうち、上記の①と④に該当し、過去3年以内に生活相

談員に対する講習として、法務大臣・厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者から生活相談員を1名以上選任

実施者の要件等 ②

育成就労責任者　(1号)

〇 育成就労指導員、生活相談員その他育成就労に関与する職員を監督

〇 育成就労の進捗状況を管理

〇 次の事項を統括管理

　・ 育成就労計画の作成

　・ 育成就労外国人の技能・日本語能力の評価

　・ 届出、報告、通知、その他の手続

　・ 帳簿書類の作成・備付、報告書の作成

　・ 育成就労外国人の保護　　　　　　　　　　etc…

生活相談員　(3号)



　① 過去１年以内に、実施者・監理支援機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていない

　② 過去１年以内に、育成就労外国人と同種の業務に従事していた 労働者を離職させていない（次を除く）

　　・ 定年、それに準ずる理由による退職者

　　・ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者

　　・ 有期労働契約の満了時に契約を更新しないことにより契約を終了された者（注）

　　・ 自発的離職者

　③ 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守している

　④ 外国の送出機関等から、社会通念上相当な範囲を超えて金銭、物品、財産上の利益の供与・供応接待を受けるなどしていない

業務運営　(12号)

実施者の要件等 ③

業務運営　(10号)

監理型育成就労 ⇒ 実施者・監理支援機関が次のいずれにも該当

育成就労外国人に関し、地方公共団体から共生社会実現のための施策に協力を要請されたときは、必要な協力をすることとしている

育成就労法施行規則 15条2項

主務省令で定める基準 のうち、育成就労を行わせる設備に係るもの

設備　(13号)

技能の習得に必要な機械、器具その他の設備を備えている



実施者の優良要件

技能実習法 9条10号

技能等を修得等させる能力が高い水準を満たすとして 主務省令で

定める基準 に適合

② 技能実習を行わせる体制 (10点)

過去3年の実習指導員、生活指導員の講習受講歴 等

母国語相談員の確保、実習継続困難者の受入実績、支援サイトへの登録 等

⑥ 地域社会との共生 (10点)

日本語学習支援、地域社会交流・日本文化学習機会の提供 等

技能実習法施行規則 15条

主務省令で定める基準＝次の事項を総合的に評価して、

　高い水準を満たす (150満点中6割以上) と認められるもの

① 技能等の修得等に係る実績 (70点)

過去3年の技能検定等の合格率 等

③ 技能実習生の待遇 (10点)

1号生賃金/最低賃金の比較、実習各段階の賃金昇給率、住環境向上の取組 等

④ 法令違反・問題の発生状況 (5点 (違反等あれば大幅減点))

育成就労法 9条1項10号

同時に複数の外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が 主務

省令で定める数 を超えない

育成就労法施行規則 19条2項

過去3年の改善命令実績、失踪割合、実施者に責めのある失踪の有無 等

⑤ 相談・支援体制 (45点)

主務省令で定める数 ＝ 監理型育成就労の場合、

　「育成就労 受入れ人数枠」の表のとおり

④ 出入国・労働関係法令違反、失踪等の問題の発生状況

⑤ 相談対応、保護・支援体制

３ 実施者・監理支援機関が優良要件基準適合

実施者が 指定区域 に所在 ⇒ (ⅲ)

⑥ 育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

１ 基本人数枠 ⇒ (ⅰ)

２ 実施者 (受入れ機関) が優良要件基準 (1項2号) 適合 ⇒ (ⅱ)

① 技能及び日本語能力の修得に係る実績

② 育成就労を行わせる体制

③ 育成就労外国人の待遇

技能実習実施者 育成就労実施者



育成就労 受入れ人数枠

(注1)

４人

(ⅱ)の場合は、監理支援機関の

優良要件基準適合は不要

(注2)

(ⅲ)の場合は、監理支援機関も

優良要件基準適合が必要

9人

9人

36人

30人

24人

18人

3人

18人

育成就労法施行規則に基づき告

示で定める区域（指定区域）

埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、愛知県、京都府、大阪

府、兵庫県 (過疎地域を除く)

以外の区域

常勤職員総数

18人

45人

30人

90人

60人

常勤職員総数の3/20 常勤職員総数の3/10

18人

15人

12人

9人

9人

41人以上50人以下

31人以上40人以下

9人以上30人以下

8人

301人以上

201人以上300人以下

101人以上200人以下

51人以上100人以下

3人

2人

1人

(注3)

9人

9人

6人

9人

7人

6人

5人

18人

指   定   区   域  ＝ 地　　方

指定区域以外 ＝ 大都市圏

4人

11人

8人

5人

15人

12人

16人

13人

(ⅰ) 基本人数枠 (ⅱ) 優良要件基準適合
(ⅲ) 優良要件基準適合

指定区域内

10人

7人

135人

90人

54人

45人

36人

27人

24人

21人

19人

常勤職員総数の9/20



日本語能力に係る育成就労の目標達成のため、認定日本語教育機関の「就労のための課程」を100時間以上授業科目履修できるよう必

要な措置を講じている

※ 試験その他の評価方法により生活・業務に必要な日本語能力が証明されている場合は免除

※ 経過措置として、登録日本語教員による授業 (同時受講者数が２０人以下に限る) も履修とみなされる

※ 入国 (前) 後講習についても同様の規定あり

その他の実施者の要件等 ①

育成就労計画の目標・内容の基準

育成就労法 9条1項2号　(育成就労計画の認定基準に関する規定)

業務、技能、日本語の能力等の育成就労の目標・内容が、育成就労区分に応じて主務省令で定める基準に適合

育成就労法施行規則 13条2項

主務省令で定める基準のうち、育成就労の内容に係るもの

対面での契約内容説明　(6号ハ(4))

就労開始後の日本語教育　(8号)

監理型育成就労の場合 ⇒ 外国人との雇用契約締結に当たり、実施者又は監理支援機関が、当該外国人等に対し、対面、テレビ電話装

置その他の方法により、業務・雇用契約の内容、待遇等の説明を行っている



分野別協議会への加入　(4号)

実施者が育成就労産業分野に係る分野別協議会に加入

その他の実施者の要件等 ②

「第７回 特定技能・育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 (資料１-１)」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001446834.pdf)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001446834.pdf


その他の実施者の要件等 ③

主務省令で定める基準 ⇒ 育成就労計画に記載された報酬月額に2を乗じて得た額を超えない

  【参考】技能実習・特定技能制度に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応 ５(3) (2024年2月9日 関係閣僚会議決定)

外国人が送出機関に支払う手数料等が不当に高額とならないようにするとともに当該手数料等を受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の

負担の軽減を図る

育成就労法 9条1項11号　(育成就労計画の認定基準に関する規定)

外国の送出機関から監理型育成就労の求職申込みの取次ぎを受けた場合は、外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国

人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合

育成就労法施行規則 21条

送出機関に支払った費用の基準

育成就労法施行規則 18条1項6号

主務省令で定める (育成就労外国人の待遇の) 基準

　 転籍制限期間が１年を超える場合は、就労開始から1年経過後に、昇給その他分野別運用方針で定める待遇の向上を図ること

育成就労外国人の待遇の基準

育成就労法 9条1項9号　(育成就労計画の認定基準に関する規定)

育成就労外国人に対する報酬が同業務に従事する日本人と同等以上、その他 育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合



　本人意向の転籍要件

　　〇 転職先分野・業務区分 … 同一の育成就労産業分野・同一の業務区分内に限定

　　〇 転籍制限期間 … 1年を目指しつつも、当分の間、業務内容等を踏まえて、1～2年の範囲内 (育成就労産業分野ごとに設定)

　　〇 能力水準 … 技能検定基礎級 (相当する評価試験) ＋Ａ1～A2水準の範囲内の日本語能力試験の合格 (育成就労産業分野ごとに設定)

　基本事項

　　〇 計画的な人材育成の観点から、3年間を通じて同一実施者の下で行われることが効果的・望ましい

　　〇 暴行、ハラスメント、重大悪質な法令違反・契約違反行為など やむを得ない事情がある場合 は、転籍可

　　〇 同一実施者の下での育成就労が一定の期間を超えている等、一定の要件を満たす場合 は、外国人本人の意向により転籍可

転　籍　①

特定技能・育成就労基本方針 第四2(1)エ　(2025.03.11 閣議決定)

「第７回 特定技能・育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 (資料３)」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001446838.pdf)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001446838.pdf


※ ④～⑥ 転籍に関する調整は、監理支援機関が主体で行い、当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない方針

※ ⑦ 「育成に係る費用として告示に定める額」は、現時点では不明 (2026年にパブコメの上で告示公布予定)

① 育成就労を実施中

⑥ 過去１年間以内に特定募集情報提供者に対して、外国人に向けた情報提供を依頼していない

⑦ 転籍者の取次・育成に係る費用として告示に定める額の以下の割合の額を転籍元実施者に支払う

１年６月未満　　　　 …  5/６

１年６月以上２年未満 …  2/３

２年以上２年６月未満 …  1/２

２年６月以上　　　　 …  1/４

 ⇒ 育成就労外国人総数に占める「指定区域」(地方) からの転籍者の割合が1/6を超えない

転　籍　②

育成就労法 9条の2・4号ハ　(転籍に係る育成就労計画認定に関する規定)

② 受入れ可能人数

④ 転籍者との雇用契約締結に関し、監理支援機関等以外の職業紹介、特定募集情報提供を受けていない

⑤ 転籍者との雇用契約締結に関し、特定募集情報提供を受けた外国人と雇用契約を締結していない

・ 育成就労外国人総数に占める転籍者の割合が1/3を超えない　(やむを得ない事情による転籍者、育成就労の期間が延長された者等を除く)

・ 実施者が「指定区域」以外 (大都市圏) の場合

③ 転籍先実施者が、優良要件基準適合

転籍先実施者 が実績、費用負担能力、その他適正実施のための必要な事項に関して 主務省令で定める基準 に適合

育成就労法施行規則 28条

主務省令で定める基準



育成就労法施行規則 8条1項16号ニ

主務省令で定める書類 ⇒ 法8条の5・1項の申請 (転籍に係る育成就労計画認定申請) の場合は、次の書類

転籍者の取次・育成に係る費用として告示に定める額の割合額を転籍元実施者に支払うことを証する資料

育成就労法 8条4項　(育成就労計画の添付書類に関する規定)

育成就労計画には、9条1項各号の事項 (育成就労計画の認定基準に関する規程) を証する書面その他 主務省令で定める書類を添付

転籍申出を受けた場合の実施者の届出等

育成就労法 8条の2・3項　(転籍希望の申出に関する規定)

実施者は、転籍希望の申出を受けたときは、遅滞なく、当該外国人について主務省令で定める事項を監理支援機関に通知

転　籍　③

転籍元実施者への支払いの書類による証明



「第９回 特定技能・育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 (資料１-３)」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001449565.pdf)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001449565.pdf


「第１０回 特定技能・育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 (資料２-３)」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001450286.pdf)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001450286.pdf


「特定技能制度（制度説明資料）」(出入国在留管理庁ＨＰ) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001445726.pdf)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001445726.pdf


施行までのスケジュール
3月11日

9月30日
政省令公布

2025年12月～2026年4月
制度運用要領公表

2026年4月～

2026年10月頃?
計画認定申請開始

2027年4月1日

「第１回 特定技能・育成就労制度の円滑な施行・運用に向けた有識者懇談会 (資料２-１)」(厚生労働省ＨＰ) (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50827.html) をアイム・ジャパンが加工

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50827.html


～３月～１年 ～３年施行日

制度移行のイメージ

～３月 ～２年～３月

施行日に２号で在留中のうち

一定範囲が３号へ移行可能
施行日前に実習計画の認定を申請

施行日から３月以内に入国・実習開始

技能実習

ここから増えない

ここから増えない

ここから増えない

３号（２年）

２号（２年）

１号（１年）



制度施行後のイメージ

施行日 ～３年３月

技能実習

特定技能

育成就労

2029年までの

受入れ見込み数

82万人

2024年末の

在留者数

28万4千人

受入れ分野・見込み数

？

2024年末の

在留者数

45万7千人
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